
＜参考＞ 

 

■医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（抜粋） 

 

（薬局の管理） 

第七条 薬局開設者が薬剤師（薬剤師法（昭和三十五年法律第百四十六号）第八条の二第一項の規定に

よる厚生労働大臣の命令を受けた者にあつては、同条第二項の規定による登録を受けた者に限る。以

下この項及び次項、第二十八条第二項、第三十一条の二第二項、第三十五条第一項並びに第四十五条

において同じ。）であるときは、自らその薬局を実地に管理しなければならない。ただし、その薬局

において薬事に関する実務に従事する他の薬剤師のうちから薬局の管理者を指定してその薬局を実

地に管理させるときは、この限りでない。 

２ 薬局開設者が薬剤師でないときは、その薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師のうち

から薬局の管理者を指定してその薬局を実地に管理させなければならない。 

３ 薬局の管理者（第一項の規定により薬局を実地に管理する薬局開設者を含む。次条第一項におい 

て同じ。）は、その薬局以外の場所で業として薬局の管理その他薬事に関する実務に従事する者で

あつてはならない。ただし、その薬局の所在地の都道府県知事の許可を受けたときは、この限りで

ない。 

 

（管理者の義務） 

第八条 薬局の管理者は、保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、その薬局に勤務する薬剤師その   

他の従業者を監督し、その薬局の構造設備及び医薬品その他の物品を管理し、その他その薬局の業務に

つき、必要な注意をしなければならない。 

 

（薬局開設者の遵守事項） 

第九条 厚生労働大臣は、厚生労働省令で、次に掲げる事項その他薬局の業務に関し薬局開設者が遵守す  

べき事項を定めることができる。 

一 薬局における医薬品の試験検査その他の医薬品の管理の実施方法に関する事項 

二 薬局における医薬品の販売又は授与の実施方法（その薬局においてその薬局以外の場所にいる者に  

対して一般用医薬品（第四条第五項第四号に規定する一般用医薬品をいう。以下同じ。）を販売し、 

又は授与する場合におけるその者との間の通信手段に応じた当該実施方法を含む。）に関する事項 

 

（調剤された薬剤に関する情報提供及び指導等） 

第九条の三 薬局開設者は、医師又は歯科医師から交付された処方箋により調剤された薬剤の適正な使用  

のため、当該薬剤を販売し、又は授与する場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その薬局に

おいて薬剤の販売又は授与に従事する薬剤師に、対面により、厚生労働省令で定める事項を記載した書

面（当該事項が電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができな

い方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下第三十六

条の十までにおいて同じ。）に記録されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省

令で定める方法により表示したものを含む。）を用いて必要な情報を提供させ、及び必要な薬学的知見

に基づく指導を行わせなければならない。 

 

 

（休廃止等の届出） 

第十条 薬局開設者は、その薬局を廃止し、休止し、若しくは休止した薬局を再開したとき、又はその  

薬局の管理者その他厚生労働省令で定める事項を変更したときは、三十日以内に、厚生労働省令で定め 

るところにより、その薬局の所在地の都道府県知事にその旨を届け出なければならない。 
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